
行政処分等の年月日 事業者の氏名又は名称及び代表者名 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

令和6年2月1日 コスモタクシー株式会社（法人番号
9140001021667）　代表者橘信之

兵庫県神戸市灘区味泥町
5番16号

本社 兵庫県神戸市灘区味泥町5番16号 警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(その他の道路交通法の違反)
が、過去1年以内に3件に達した。｢旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示
第1676号。)による運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

令和6年2月5日 商都交通株式会社（法人番号
3120001081628）　代表者三野勝義

大阪府大阪市中央区瓦屋
町3丁目4番19号

本社 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目4番
19号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(放置駐車違反)が、過去1年
以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和6年2月5日 株式会社未来都（法人番号
4120001192878）　代表者笹井美智
子

大阪府大阪市北区中津五
丁目12番26号

中津 大阪府大阪市北区中津五丁目12番26
号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(放置駐車違反)が、過去1年
以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和6年2月5日 株式会社未来都（法人番号
2120001159689）　代表者笹井美智
子

大阪府門真市殿島町11-6 鶴見 大阪府大阪市鶴見区横堤3丁目6-51 警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(放置駐車違反)が、過去1年
以内に3件に達した。｢旅客自動車運送事業者が
事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監
督の指針｣(平成13年国土交通省告示第1676号。)
による運転者に対する指導監督義務違反(旅客自
動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

令和6年2月6日 近鉄タクシー株式会社（法人番号
3120001023118）　代表者市村隆憲

大阪府大阪市天王寺区上
本町9丁目4番17号

大阪総合 大阪府大阪市天王寺区上本町9丁目4番
17号

輸送施設の使用停止（44日
車）

道路運送法第13条 令和4年4月18日、苦情を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。運送引受義務違反(道路
運送法第13条)

5 5

令和6年2月6日 日の丸ハイヤー株式会社（法人番号
3120901021443）　代表者暮部光昭

大阪府池田市空港1丁目9
番6号

能勢口 兵庫県川西市火打1丁目15番地17号 輸送施設の使用停止（40日
車）

道路運送法第13条 令和4年12月23日、苦情を端緒として調査を実施。
1件の違反が認められた。運送引受義務違反(道
路運送法第13条)

4 4

令和6年2月6日 中川　一之 大阪市平野区 中川タクシー 大阪市平野区 輸送施設の使用停止（44日
車）

道路運送法第13条 令和5年5月19日、苦情を端緒として調査を実施。1
件の違反が認められた。運送引受義務違反(道路
運送法第13条)

5 5

令和6年2月7日 松竹タクシー株式会社（法人番号
8140001008475）　代表者渡辺幸嗣

兵庫県神戸市中央区山本
通2丁目3番10号

本社 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目3番
10号

警告 道路運送法第27条第3項 公安委員会からの道路交通法第108条の34の規
定に基づく通知件数(その他の道路交通法の違反)
が、過去1年以内に3件に達した。｢旅客自動車運
送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う
指導及び監督の指針｣(平成13年国土交通省告示
第1676号。)による運転者に対する指導監督義務
違反(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1
項)

0 0

令和6年2月15日 彌榮自動車株式会社（法人番号
7130001019111）　代表者粂田佳幸

京都府京都市下京区中堂
寺櫛笥町1番地

中央営業センター 京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町1番
地

警告 道路運送法第27条第3項 令和6年1月19日、公安委員会からの通報を端緒
として監査を実施。1件の違反が認められた。｢旅
客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に
対して行う指導及び監督の指針｣(平成13年国土
交通省告示第1676号。)による運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則
第38条第1項)

0 0
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令和6年2月21日 株式会社オアシス（法人番号
9120001187881）　代表者乾勇太

大阪府門真市四宮3丁目1
番33号

本社 大阪府門真市四宮3丁目1番33号 輸送施設の使用停止（20日
車）

道路運送法(以下｢法｣)第
15条第3項、法第27条第3
項

令和5年5月25日、公安委員会からの通報を端緒
として監査を実施。4件の違反が認められた。(1)事
業計画の事前変更届出違反(道路運送法第15条
第3項)、(2)｢旅客自動車運送事業者が事業用自動
車の運転者に対して行う指導及び監督の指針｣(平
成13年国土交通省告示第1676号。以下｢運転者
に対する指導監督告示｣という。)による運転者に
対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則(以下｢運輸規則｣)第38条第1項)、(3)運
転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・
保存義務違反【記録】(運輸規則第38条第1項)、(4)
運転者に対する指導監督告示による運転者に対
する特別な指導及び適性診断受診義務違反【適
性診断の受診状況】(運輸規則第38条第2項)

2 2


